
「遊びをせんとや生まれけむ」
　これは今年の大河ドラマ「平清盛」でたびたび使
われているフレーズです。どういう意味かと思い
NHKのホームページで調べたところ、「遊びをせ
んとや　生まれけむ　戯れせんとや　生まれけむ　
遊ぶ子どもの声聞けば　我が身さへこそ　ゆるがる
れ」という当時、後白河法皇が編集した『梁塵秘抄』
という歌謡集に載っている歌だそうで、意味につい
てはいくつかの解釈があるものの、「子どもが遊ぶ
ときは、時の経つのも忘れて夢中になる。子どもが
遊ぶみたいに夢中で生きたい」という意味で使って
いるそうです。その頃はまだ身分が低かった武士に

おいて、当時最高の官職である太政大臣にまで登り
つめた平清盛は、おそらく考えられないような大出
世であったのでしょう。後に幕府を開くのは源頼朝
ですが、平清盛においても源頼朝においても、武士
の地位を高めるため、一族の繁栄のため、さらには
日本という国を治めるために、時が経つのも忘れて
夢中になってその人生を駆け抜けたことでしょう。
　私自身国を動かすような器量はありません。しか
しスケールが小さくても、一税理士として、時が経
つのも忘れて、夢中になって毎日を生きる。そんな
人生にあこがれます。

（成田　芳一）

アケボノソウ
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昭和税務署幹部挨拶

　名古屋税理士会昭和支部の
皆様には、ますますご清栄のこ
ととお喜び申し上げます。
　私は、この度の定期人事異
動により名古屋国税局総務部
次長から昭和税務署長を拝命
いたしました鬼頭でございます。
　昭和税務署は、初めての勤
務になりますが、柴田前署長同
様よろしくお願い申し上げます。

　皆様には、平素から税務行政に対しましてご理解とご協
力を賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、税務行政を取り巻く環境は、少子・高齢化の進
展や経済のグローバル化・I T 化により大きく変化しており
ます。このような環境の中で、適正・公平な課税及び徴
収の実現に向けて、国税庁に与えられた使命を着実に果
たすため、限られた人的・物的資源を最大限活用していく
とともに、一般の納税者の方には親切かつ丁寧な態度で
接する一方、悪質な納税者には厳正な姿勢で臨むことで、
税務行政への理解と信頼を得ていく必要があると考えてお
ります。
　こうした考えの下、私どもといたしましては、事務の合理
化、効率化を更に進め、「納税者の自発的な納税義務の
履行を適正かつ円滑に実現すること」に向けて取り組むと
ともに、「納税環境の整備」に努めてまいりたいと考えてお
ります。
　なかでも、e-Taxにつきましては、今般、国税庁におけ
る新たな「業務プロセス改革計画」が決定されたことから、
今後は利用率の向上からサービスの品質向上に重点を置
いて、利用者の利便性の向上や行政運営の効率化に取り
組んでまいります。
　これからも引き続きe-Taxの利用拡大にご理解とご協力
をお願いします。
　また、書面添付制度につきましては、税理士の社会的
立場を更に高め、納税者全体のコンプライアンスの維持・
向上に資する制度であるとの観点から、更なる普及・拡
大に努めていただきますようお願い申し上げます。
　今後とも、名古屋税理士会昭和支部及び会員の皆様と
十分に意思疎通を図り、これまで培ってまいりました相互
の信頼と協調関係を更に深めてまいりたいと考えておりま
すので、なお一層のご支援とご協力を賜りますよう重ねて
お願い申し上げます。
　結びに当たりまして、名古屋税理士会昭和支部のますま
すのご発展と、会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、
着任のあいさつとさせていただきます。

　名古屋税理士会昭和支部の
皆様には、一昨年７月に署長と
して着任以来、二年間にわたり
大変お世話になりました。
　私は、この度の定期人事異
動で昭和税務署長を最後に、
公務を離れることになりました。
　昭和45年４月に名古屋国税
局で採用され、藤枝税務署に
赴任して以来、十数回の異動

で、調査・徴収事務など様々な仕事を経験させていただ
きましたが、その中でも最後の勤務地となりました昭和税
務署での勤務は、私にとりまして大変有意義であったとと
もに、最後の年を昭和税務署で迎えられたことを大変光
栄に感じております。
　さて、名古屋税理士会昭和支部におかれましては、名
古屋国税局管内でも有数の会員を擁し、支部長様をはじ
め役員の皆様の卓越したリーダーシップのもと、税理士会
をリードする優れた活動を展開される中で、税務行政に対
しましても深いご理解と多大なご協力を賜りまして、大変あ
りがとうございました。
　特に、e-Taxの普及定着に向けてあらゆる機会を捉えて
皆様にその利用拡大をお願いさせていただいたところ、貴
支部におかれては、意欲的に取り組んでいただき、お陰様
で e-Tax の利用件数は着実に増加してきております。これ
もひとえに皆様のご理解とご協力があってのことであり、厚
くお礼申し上げます。
　また、二年間を振り返りますと、皆様方には、東日本大
震災の発生に伴い被災者を対象とした税務相談の実施、
書面添付制度についての懇談会への参加、昭和税務連絡
協議会の構成団体として、税を考える週間中にイオン八事
店での「無料税務相談」及び「税金クイズ」の実施、租
税教室への講師派遣、確定申告期間中におきましては、
無料税務相談所の開設及び年金説明会などの各種説明
会の開催、更には、「確定申告電話相談センター」への
派遣など、大変お世話になり、改めて感謝申し上げます。
　ところで、税務当局の使命は「納税者の自発的な納税
義務の履行を適性かつ円滑に実現する」ことであります。
その使命を達成すべく職員全員一丸となって取り組んでい
るところではありますが、税のエキスパートとして多数の納
税者の指導に当たっておられる税理士の皆様方のお力添
えが必要不可欠であると考えておりますので、今後ともな
お一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、名古屋税理士会昭和支部のます
ますのご発展と会員の皆様のご健勝並びに事業のご繁栄
を祈念いたしまして、私の退任のあいさつとさせていただき
ます。
　本当にありがとうございました。

昭和税務署長 　鬼頭　　肇 前昭和税務署長 　柴田　仁史
着任のごあいさつ 退任のごあいさつ
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筆頭副署長
髙木　幸康

　総務、管理運営、徴収を担当しま
す髙木でございます。前事務年度に引
き続きましてよろしくお願いします。

　「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ
円滑に実現する」という私ども税務当局に課せられ
た使命を果たすよう努めてまいります。
　皆様方には、e-Taxの更なる普及拡大及び滞納
の未然防止につきまして、一層のお力添えを賜りま
すようお願い申し上げます。

………………………………………

副署長
田畑　晶司

　法人課税を担当いたします田畑でご
ざいます。
　昨年、東京国税局から出向してまい

りまして二年目を迎えますが、本事務年度も引き続
きよろしくお願いいたします。
　当局の使命であります「適正・公平な税務行政
の推進」に取り組んでまいりますので、一層のご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　また、e-Tax及び書面添付制度の更なる普及・
拡大には皆様方のご支援が必要不可欠でございま
す。
　本事務年度も積極的な取り組みを重ねてお願い
申し上げます。

………………………………………

副署長
相良　　修

　名古屋国税局課税第一部資産課
税課からまいりました相良でございます。
個人・資産課税を担当いたします。

　昭和税務署では、平成19年度に資産課税第一
部門統括官としてお世話になり、この度、副署長と
して再び皆様方にお世話になることになりましたが、
どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、私ども税務当局に与えられた使命を果たす
ためには、e-Tax及び書面添付制度の更なる普及・
定着、確定申告に関する税務支援、各税の税務調
査等々のあらゆる場面において、皆様方のご理解と
ご協力が必要不可欠でございます。
　本年度も、なお一層のお力添えを賜りますようお
願い申し上げます。

筆頭特別国税調査官（個人）
佐伯　陽一

　当署2年目となります佐伯でござい
ます。引き続き所得税等の調査事務
を通じまして皆様方には何かとお世話

になりますがよろしくお願いいたします。
　今後とも「適正公平な課税の実現」に努めてま
いりたいと考えておりますので、ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

………………………………………

筆頭特別国税調査官（資産）
奥山　博之

　静岡税務署からまいりました奥山で
ございます。
　初めての昭和税務署勤務となります

が、よろしくお願いいたします。
　主に相続税・贈与税などの調査を担当させてい
ただきますが、調査を通じて「適正・公平な税務
行政の推進」に向けて取り組んでまいりますので、
前任者同様によろしくお願いいたします。

………………………………………

筆頭特別国税調査官（法人）
竹内　和康

　当署勤務が２年目となります竹内で
ございます。
　昭和税務署は、昭和62年から平成

３年にかけて勤務した思い出深い署であります。
　特別国税調査官という立場で、調査を通じて名
古屋税理士会昭和支部の皆様方にお会いすること
になりますが、「適正・公平な課税の実現」に向け
努力する所存でありますので、ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
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総務課長
松下　勝昭

　掛川税務署からまいりました松下で
ございます。
　昭和税務署の勤務は初めてでありま

すが、前任の清水総務課長同様によろしくお願いい
たします。
　名古屋税理士会昭和支部の皆様方には、e-Tax
の普及及び定着について多大なるご協力をいただい
ておりますことに感謝申し上げるとともに、本年も引
き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願
いします。
　今後とも「納税者サービス」や適正・公平な税
務行政の推進」に配意した運営に努めていく所存
ですので、重ねてよろしくお願いします。

………………………………………

管理運営第一部門　統括国税徴収官
近藤　晃弘

　名古屋国税局徴収部管理運営課か
らまいりました近藤でございます。昭
和税務署での勤務は初めてとなります

が、前任者同様によろしくお願いいたします。
　管理運営部門では、納税、納税証明書の発行、
文書収受等の窓口関係事務や申請書・申告書の
入力事務等の内部関係事務を担当しております。私
どもとしましては、親切・丁寧な窓口対応はもちろ
んのこと、適切な納税者サービスを提供すべく努力
していく所存でありますので、引き続きご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

………………………………………

徴収第一部門　統括国税徴収官
垣本　政文

　当署勤務２年目となります垣本でご
ざいます。私ども徴収部門では、大
口・悪質な滞納案件に対しては厳正

に対処するとともに、滞納未然防止にむけて「期限
内納付指導」にも積極的に取り組んでいるところで
ございます。
　名古屋税理士会昭和支部の皆様方におかれまし
ても、各関与先納税者の期限内納付指導につきま
して、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

個人課税第一部門　統括国税調査官
淺井　伸紀

　名古屋国税局課税第一部個人課
税課からまいりました、淺井でござい
ます。当署での勤務は初めてであり、

職務の重責に身の引き締まる思いがいたしますが、
前任者同様によろしくお願いしたします。
　名古屋税理士会昭和支部の皆様方には、昨年も
記帳指導事務や確定申告事務等に大変ご協力をい
ただいておりますが、本年も引き続きご理解とご協
力を賜りますようよろしくお願いいたします。

………………………………………

資産課税第一部門　統括国税調査官
正田　博揮

　名古屋国税局課税第一部資料調
査第二課からまいりました正田でござ
います。

　当署は20年ぶりの勤務で、当時は徴収と総務を
担当していました。前任者同様よろしくお願いいたし
ます。
　資産課税の適正・公平な課税や的確な調査・
指導の実施に努める所存ですが、平成24年分から
は贈与税につきましてもe-Taxが利用できるようにな
りますので、名古屋税理士会昭和支部の皆様方に
は、より一層のご支援、ご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

………………………………………

法人課税第一部門　統括国税調査官
片野坂　聡

　当署２年目となります片野坂でござ
います。昨年に引き続き法人課税事
務を担当させていただきます。

　本事務年度も昨年同様に、皆様には法人の調査
事務をはじめ法人課税事務にご理解とご協力をいた
だきますようお願いいたします。特に「書面添付制
度」につきましては、窓口担当として制度の定着に
向けて、皆様方のご意見を伺うなどご協力をいただ
くことも多いと思いますが、重ねてお願いいたします。
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7月の支部研修
（平成24年７月20日開催）

「Ｊリーグのマネジメントに学ぶ、
企業再建のヒント」　

　講師：名古屋グランパスエイト　GM
　　久米　一正氏

　みなさんこんにちは。名古屋グランパスの GM（ゼ
ネラルマネージャー）をしております久米と申します。
　きょうは、サッカーにおけるマネジメントについてのお
話をさせていただきます。
　私はいつも、始まる前にみなさんにお聞きするので
すが、プロフェッショナルってどんなものなのでしょう
か。私は選手たちに、プロフェッショナルとは、「言い
訳はしない、それから、愚痴はこぼすな」と指導をし
ています。それともうひとつ、勝つにはどうすればよいか、
ということをお話させていただきます。みなさん勝つには、
どうしたらよいと思われますか？勝つためには、負けな
いことです。私がこういうと、キーパーの楢崎は「私が
点をいれさせなければいい」フォワードの玉田は「私
が点を入れればいい」と言うのですが、そうではなくも
う少し深く考えてみると、負けないこととは、「自分自身
に絶対に負けないでほしい、ネバーギブアップ！」とい
うことです。今年でグランパスに就任して５年目になり
ますが、笛がなるまで絶対にあきらめるな、ということ
を徹底しております。
　私は、柏、清水、名古屋と移動しました。その経験
から、「スポーツの世界は神頼み、絶対に神様がいる
のだな」と最近になってわかりました。
　名古屋に来てからは、熱田神宮に参拝しております。
チームはそれまで必勝祈願をしておりませんでした。し
かし、神様を味方にしなければ勝てないぞ。ということ

で熱田神宮にチームで参拝しはじめたのが08年です。
それだけでは鹿島アントラーズに勝てないということで、
私は個人的にも伊勢神宮に行っております。伊勢神宮
と熱田神宮の霊効果で鹿島アントラーズに勝ってやっ
と優勝できたのではないかと思っております。
　私は、グランパスがビッグクラブになっていくために
はどうすればよいのか、をチャートにして考えています。
やはりロマンの追求をしながらチームの強化をしていか
なければならない、スター選手をそろえて勝っていかな
ければならない。そのためには、チームの魅力、ブラ
ンド価値を上げて収入を拡大し、名古屋の皆様に喜ん
でいだくために、チームを強くしなければならない。収
入を増やしてそれを再投資してチームを大きくしていか
なければならない。と考えております。
　就任して始めの記者会見でなまずの話をしました。
なぜ、なまずの話をしたかというと、「フニャシャチをき
ちんとしたシャチにします。」ということです。昔、気仙
沼から築地まで鰯を運ぶときに、なまずをいれると鰯は、
なまずに食われないようにピンピンしていた、という話
があります。スタッフに最初に要求したのは今、抱えて
いる問題をレポートにして１枚だしてほしいということ。
それともう１つは血判状を出してほしい。と言いました。
裏切りはなし、決して裏切りません、最後まで監督を
支えます。と書いてほしい。全員が本気で戦おうじゃな
いか、ということで裏切り行為は許さない！ということで
す。
　また、選手として私が求めることは、美しい日本語で
あいさつしましょう、茶髪はやめましょう、身だしなみ
を整えましょう、という基本的なことですが、私が就任
したころは茶髪のオンパレード、髪をトサカのようにし
て先っぽを緑にしている選手もいました。でも、すぐに
やめさせると反発を招くので、「髪を黒くしたら、点が
入るよ、そのトサカをやめたら点が入るよ」と選手にア
ドバイスしてきました。そうしたら選手から「久米さん、
髪を黒くしたら点が入った！」ということで今では選手
たちの身だしなみもずいぶん小綺麗になりました。私は、
女性に愛されないとサッカー界の発展はないと思ってい
ます。
　2005年から１シーズン制になりました。私とストイコ
ビッチ監督が来た08年から、３位、９位、優勝、２
位、今年は今、６位ぐらいです。４年のうちで３回優
勝争いができたのは監督の手腕が長けていたのだと思
います。夏場にどれぐらい勝てるかが大事です。夏の
勝率が７〜８割ないと優勝できない、選手の健康管理
を含めしっかり管理しています。今年は、今６位、あと
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支部夜間研修
（平成24年６月13日開催）

16試合あるので、12勝しないと優勝できない、非常
に厳しいのですが必ずやってくれるのではないかなと思っ
ています。
　私は GMとして、「経営の質を上げよう、収益を拡
大しよう、チームの質を上げよう」ということを徹底して
やっております。そのための一歩としてコミュニケーショ
ンは大事です。監督の採用についても大事、もちろん
選手も大事です。選手は、インテリジェンスがあって責
任感があって、パーソナリティーがしっかりしていること
が大事です。特に採用のときには、選手の母親に着眼
しております、成功する選手の資質として個々の才能と
共に幼少期の教育も重要であり、教育熱心で、家庭
の中を仕切っている母親をもつ選手はたいてい大成し
ております。そこで交渉の場では母親をよく見させてい
ただいております。
　私は今まで３つのチームの GMをさせていただきま
したが、必ず親会社にＡ３の用紙で、目指すサッカー、
３カ年計画、現在の状況、などの報告書を作成してい
ます。これらの業務は日立製作所での営業経験が非常
に役に立っております。
　もう１つは、選手の査定方法ですが、選手たちは個
人事業主ですので、選手たちには査定の評価の内容
については、１個１個説明していきます。成績の評価
は、毎試合の貢献度、練習態度、その他地域への貢
献度、つまり地域のお祭りなどに出てイメージアップし
てくれた人などにもポイントをつけます。もう１つは、選
手の教育が大事でして、子供たちの夢を裏切らない、
プロのスポーツ選手は一般の人以上に責任がある、と
いう話をしています。選手のドーピング、異性問題、金
銭問題、情報の取り扱い、ツイッター、ブログ、フェイ
スブックなどの教育も非常に大事だと思っています。中
には私のことを校長先生と呼ぶ選手もいます。
　組織の様々なことを決定し、ときには盟友の首を切
り、新人を強引に入団させる。完璧な資料を作成し親
会社と折衝する。フロント・監督・選手・スタッフとを
融合させ、つまり人を束ねる。全ては組織の目的のた
めに業務を遂行する。これら全て GMの業務となりま
す。
　きょうは、簡単にお話をさせていただいたのですが、
サッカーというスポーツは非常に奥が深い、みなさん
野球もいいけれどサッカーも見てほしい。たぶん女性
の方は必ずはまります。私の母親は81歳なのですが
サッカーにはまっています。みなさん是非名古屋グラン
パスを応援してください。
　ありがとうございました。

（研修部　淺野　令子）

「中小企業の資金調達について」
〜日本政策金融公庫の融資制度と

融資斡旋の実務〜
　講師：日本政策金融公庫　名古屋中支店

　　支店長　戸田　治氏

１．日本政策金融公庫の概要と主な業務
　平成20年10月１日に、国民金融公庫・農林漁業
金融公庫・中小企業金融公庫・国際協力銀行の４つ
の政府系金融機関が統合（24年４月に国際協力銀行
は分離独立）し、株式会社日本政策金融公庫が発足
しました。
　主な業務として、国民一般向け業務・中小企業者
向け業務・農林水産業者向け業務と危機対応円滑化
業務を行っています。平成23年３月末現在、29 兆
7629億円の融資残高と42兆6148億円の保険引受
残高（信用保証協会が行う債務の保証についての保
険引受）を有しています。

２．国民一般向け業務（国民生活事業）の特徴
　小企業金融の担い手として平成23年３月末現在、
103万企業に１企業あたり平均634万円の融資を行っ
ており、融資先の約９割が従業者数９人以下の小企
業になっています。また、創業企業（創業前および創
業後１年以内）への融資（かつてソニー㈱や京セラ㈱
等の創業時にも融資をしていた）も行っており、そこで
得た独自のノウハウを生かして担保・保証人の要件を
緩和した融資を推進しており、平成20年度では融資
全体の約８割が無担保または第三者保証人に頼らな
い融資をおこなっています。そして、金融引締期や金
融システム不安等の非常時にも安定的に資金を供給す
るセーフティネット機能をはたしています。
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３．融資判断について
　金融機関の融資は、経営内容がよく・安全性が高
く・リスクが小さい企業（取引先分類では正常先）へ
が基本になります。なぜなら、要注意先（今後の管理
に注意を要する債務者）の企業に融資を行った場合、
年利３％の貸し出しであっても15〜20％の貸倒引当
金を積まなければならないため、融資をすればするほ
ど金融機関の赤字が増えることになるからです。
　取引先分類は、融資先の財務データ（営業年数や
業種の特性といった定性情報を一部含む）をもとにし
た100以上の財務データの中からデフォルトと関連の
強い指標（損益計算書より貸借対照表関係の指標の
ほうが重要）を選別して構築した信用スコア（格付け）
を用いて行っています。過去の融資先の実績のデフォ
ルト率は、格付けが低くなるにつれて高くなっています。
　しかし、信用スコアのモデルは、技術力や販売ノウ
ハウなどの定性情報、関連企業や経営者個人の資産
状況などまでは考慮されていないため、企業実態のす
べてを表しているとはかぎらないことから、スコアリング
と企業の現況を勘案した（資金の必要性や資金投入
効果等）融資判断を行っています。

４．日本政策金融公庫の融資制度
　全額政府出資の政府系金融機関ですが、国や地方
公共団体の補助金・助成金制度と公庫融資の併用も
可能です。現在、「中小企業の会計に関する基本要
領」の適用する場合に金利優遇が受けられる中小企
業会計関連融資制度、海外直接投資を行う場合の金
利優遇や海外現地法人等への転貸資金も融資の対象
になる海外展開資金融資制度、自己株式取得資金や
事業用資産取得資金（相続税の支払いを含む）が対
象になる事業承継関連融資制度等の融資を行ってい
ます。

　最後に、当公庫の融資については、顧問税理士を
経由してのお申し込みが早くて便利です。

（研修部　庭瀬　千明）

　昭和支部の皆様はじめまして、丹羽英介と申します。
39歳、趣味はキャンプ、釣りです。私は平成23年５
月に税理士登録をいたしました。それまでは個人税
理士事務所で８年、税理士法人にて６年、そして現
在は経営コンサルティング会社の執行役員をさせてい
ただいております。会社に勤める傍ら、税理士試験に
挑戦して気づけば13年もの月日が経過しておりました。
ようやく手にした「税理士」という使命、歴史の重み
に身の震える思いです。
　このたび自宅を事務所登録したことに伴い中村支部
より昭和支部に支部変更をさせていただき、開業税
理士として登録をいたしました。
　私には強い信念があります。
　「関わったクライアント様は絶対に不幸にさせること
があってはならない」
そのため、税理士試験の傍ら独自に経営コンサルティ
ングについて研究を重ねてきました。幸いにも、大手
税理士法人の要職という立場に助けられ、全国津々
浦々のさまざまな業種、様々な規模のクライアント様
と関わることが出来ました。現在も新幹線、特急列
車、高速バス（たまに飛行機）と交通機関を駆使し
て全国を飛び回る毎日です。そのおかげもあってか、
同世代の先生方に比べて多くの貴重な経験を積ませ
ていただいていると感謝しております。
　税理士業界は長年日本経済の屋台骨である中小企
業の経営者様を支えてきており、その貢献たるや計り
知れないものがあります。また私自身、税理士にはま
だまだ無限の可能性があると確信しております。にも
かかわらず経験を積めば積むほど、諸先輩方に比較
して自分自身の無知・無力を思い知らされ、またなに
くそと奮起する毎日です。
　ぜひ、昭和支部の諸先輩方のご指導を頂き、税
理士業界のますますの発展に寄与していく所存です。
今後とも末永くよろしくお願いいたします。

東郷１班

丹羽　英介
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天白５班

北川　栄一
瑞穂３班

加藤　充弘
　初めまして、新しく名古屋税理士会昭和支部に入
会させていただきました加藤充弘と申します。このた
び無事税理士登録がされ、昭和支部に入会いたしま
したこと大変嬉しく思っております。
　現在は瑞穂区の加藤利夫税理士事務所において
補助税理士として勤務しております。
　税理士登録をする前は、大手の事業会社において
経理部に所属し、4 年半経理事務に携わっておりま
した。その中で様々な業務に取り組んできましたが、
一番思い出に残っているのは、決算において申告書
や内訳書、決算書を Excel で作成したことです。そ
れまで手書きで申告書を作成したことがなかった私と
しましては連動の仕組みと記入方法にとても悩み苦労
の連続でしたが、これにより、かえって法人税の体系
を深く理解することができたと思っております。
　趣味は、旅をすることと読書で、休みの日にはよく
出かけたり、幅広く本を読んだりしています。また、
スポーツは子供の頃から運動が好きな方で、学生時
代は陸上や水泳、ハンドボールをやっていました。今
は時間のあるときなどにジムに通って汗を流している
程度ですが、常に健康に気を配り体調管理を図って
いきたいと思っております。
　この度、税理士登録をして様々な会合に参加した
り多くの人と会ったりする中で、税理士に対する期待
と社会的責任の重さとを痛感致しました。今後はさ
らに自己研鑚に励み、会計・税務はもちろんですが、
それ以外のことでも社会やとりわけ中小企業の力にな
れるよう努力していきたいと思っております。
　なにぶんまだまだ未熟者でございますので、昭和
支部の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りたいと思っており
ます。どうかよろしくお願い致します。

　名古屋中支部から転入してまいりました、北川栄一
と申します。
　様々な事情により、何年も前から事務所を移そうと
考えておりましたが、この度ようやく移転する決心を
致しました。現在は、自宅の一部を事務所として、義
母の見守りをしながら妻と二人で業務を行っておりま
す。
　趣味は、テニス、サッカー代表戦のテレビ観戦、
旅行、そして星を見ることです。
　最近は男子テニスでの錦織圭選手が世界のトップ
20 の仲間入りをし、サッカーでも海外で活躍する選
手が増えており、とても楽しみです。
　星についてはあまり詳しくありませんが、夜とか明
け方に散歩をしながら星を見ています。近頃、明け
方に金星がとても大きく（その上に木星が見えます）
見えることに気づきました。とても美しく見とれています。
まさに明けの明星です。また、最近、はじめて、火
星やはくちょう座を見ることもできました。一度、北斗
七星も見てみたいと思いますが、なかなか確認出来な
いのが残念です。
　この 10 年かなり運動不足となっておりますので、
星を見ながら散歩をすることで少しでも運動不足の解
消になればと思っております。
　最後に、テニスは大学時代からやっておりますが、
センスがあるほうでもなく、うまくはありません。今は、
練習相手もおらず、また、走るとけがをしそうなので
やっておりませんが、少しずつ身体を動かしテニスが
出来る体に戻したいと思います。どなたか、テニスを
される方がいらっしゃればお誘いください。
　とりとめのない話になりましたが、皆様、今後とも
よろしくお願い申し上げます。
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相　談　所　だ　よ　り

税務相談員

佐藤　大祐

　わたしは竹村聡子先生の後任として、５月から相
談員をさせて頂いております。初めての経験でした
ので、いったいどんな方がお見えになるのか、自分
につとまるのか、とても緊張しながら初日を迎えまし
たが、おかげさまでなんとか５月、６月の相談日を
無事に終えることができました。
　相談所に来られる方はみなさん個人事業主で手
書きの記帳をなさっていますが、わたし自身のこれ
までの実務経験は、民間の会社の経理実務を約
10年、会計事務所で約５年、税理士として開業し
てから１年弱、どちらかというと法人中心、しかも
会計ソフトを用いたものです。所得税の勉強は私な
りに一生懸命やり、また、実務経験もあるにはある
のですが、相談員としてはまだまだ医師の世界でい
うところの研修医のようなもので、皆様の支えによっ
て、なんとか形になっているように思います。
　たとえば、前任者の竹村先生が残された資料に
は詳しい書き込みがなされていて、それを事前に読
むだけでかなりイメージがつかめました。そして、と
くに重要なポイントについては詳しく引き継いでいた
だきましたので、事前準備にかける時間は大幅に短
縮でき、スムーズな記帳指導につながったように感
じています。先生にはこの場をお借りしてあらためて
感謝申し上げるとともに、私が後任の方に引き継ぐ
際には先生の姿勢を見習いたいと存じます。
　また、桒原先生、菅沼先生はじめ税務支援対策
部の諸先生からは暖かい助言指導をいただき、竹
中さんからはいろいろアドバイスをいただきました。
この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。
　皆様にはこれからもいろいろとご相談申し上げる
機会が多かろうと存じますが、今後とも変わらぬご

指導ご鞭撻を賜ることができれば幸いに存じます。
　それにしましても、来所される皆さんの記帳が想
像以上にきちんとしているということに感心いたしま
した。今のところ、記帳の仕方そのものについて、
新たに付け加えて指導する点はなく、個別の内容で
ある、家事費ないし家事関連費として処理すべきも
のを指摘させて頂くとか、あるいは、修繕費と資本
的支出についてご説明するなど、といった指導内容
にとどまっています。
　これはおそらく、これまでご担当されてきた諸先
生の指導がしっかりされていたおかげかと想像して
おります。この流れを止めずに、発展させて次の方
にバトンタッチできるように、微力を尽くしたいと考
えております。
　さて、記帳指導をさせていただく中で、記帳指導
そのものとは直接かかわりがないのですが、相談者
のみなさまの帳簿にあらわれる数字をみるにつけ、
昨今の景気低迷をあらためて実感しております。景
気低迷については、一税理士がどうこうできること
ではないのですが、たとえば、多くない年金と事業
所得で生計を立てている相談者の方が、今後も無
事に暮らしていかれるためにはどうしたらよいか、と
いうことを考えますと、相談所の業務とは直接関係
がないとは思いつつも、なにかよい提案ができない
ものかと、悩んでしまいます。
　市場が縮小する一方で、市場に訴求する方法が
インターネットやソーシャルネットワーク、スマートフ
ォンといった手段に徐々に移行し、そういったツー
ルをうまく活用する事業者に顧客が流れつつあるな
か、大きく儲けることは難しいにしても、これまでの
売上げ水準をなんとか確保していくにはどうしたらよ
いのか・・・。最先端のマーケティング手法を取
り入れようとして悪徳業者にカモにされるおそれもあ
り、やはり地道に商品・サービスを磨いていくほか
ないのかな、ということをとりあえずの結論としつつも、
経営やマーケティングの勉強ももっとしていって、有
益な助言ができるようにしておかねばという思いを強
くしております。
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【７月の月例集会】
平成24年７月20日（金）　午後４時より
ルブラ王山

（昭和税務署より連絡事項）
１．売上・仕入・費用及びリベート等に関する
　　資料の提出について
２．納付困難な事情がある関与先の納税相談に
　　ついて
３．記帳義務の拡大について

（支部より連絡事項）
会計部：支部会費収納状況について
研修部：研修会の案内について
総務部：事務局夏期休暇について
　　　　今後の予定について

【支部よりお知らせ】
・９月月例集会及び研修会のご案内
　平成24年９月14日（金）
　名古屋市天白文化小劇場
　月例集会　午後１時30分より
　研 修 会　午後２時30分より
　　　　　　「どうなる、そうする東海経済」
　　　　　　講師：株式会社　共立総合研究所　副社長　江口　忍氏
・ホームページのご案内　　　http://www.showa-z.com/
　支部ホームページは随時更新しております。一度ご覧になって下さい。
・原稿執筆・写真提供のお願い
　支部報は皆さまからの原稿により成り立っております。掲載する原稿・写真を随時募集しておりますの
でお気軽に広報部までご連絡ください。また、広報部より依頼させて頂いた折には宜しくお願い致します。

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

【編集後記】
　初夏のある日、電気利用料のお知らせの用紙に「複数のハチの巣があります。気をつけてください」と書
かれていました。恐る恐る電気メーターのある小屋の扉を開けてみると、５〜６個のアシナガバチの巣。あ
まりの光景に、口から心臓が飛び出るかと思ったほどです。
　ハチは夜間に動きが鈍くなるので、夜になるのを待って、スキーウェアを上下着込み、長靴にゴム手袋、
頭にはネットをかぶり、左手には懐中電灯、右手にはハチ退治用のバズーカを持ち、いざハチ退治へ。
　それ以来、庭でハチを見つけると、巣はないのかしら、どこへ飛んでいくのかしら、とジッとハチの行方
を目で追ってしまいます。本当は南瓜や冬瓜は、受粉のおかげで実がなるのですから、ハチには感謝しない
といけませんね。

（梅本　由美子）

【５支部合同研修会】
平成24年8月11日（土）　午後２時より
ウインクあいち

「新しい日本を考える 〜復活への課題と展望〜」
講師：大阪府市総合本部特別顧問
　　　古賀　茂明氏
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